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独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
環
境
省
令
第
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

（
事
務
所
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）

に
係
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八

に
係
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八

条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次

条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

機
構
法
第
十
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の

救
済
に
関
す
る
事
項

八

（
略
）

七

（
略
）

九

（
略
）

八

（
略
）

十

（
略
）

九

（
略
）

十
一

（
略
）

十

（
略
）

（
区
分
経
理
等
）

（
区
分
経
理
等
）

第
十
条

機
構
は
、
機
構
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
勘
定
と
し
て
、
同
法
第
十

第
十
条

機
構
は
、
機
構
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
勘
定
と
し
て
、
同
法
第
十

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
帯
す
る

業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
公
害
健
康
被
害
補
償
予
防
業
務
勘
定
を
、
同

業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
公
害
健
康
被
害
補
償
予
防
業
務
勘
定
を
、
そ

法
第
十
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
係

の
他
の
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
基
金
勘
定
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

る
経
理
に
つ
い
て
は
石
綿
健
康
被
害
救
済
業
務
勘
定
を
、
そ
の
他
の
業
務
に

い
。

係
る
経
理
に
つ
い
て
は
基
金
勘
定
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

附

則

（
石
綿
健
康
被
害
救
済
基
金
の
取
崩
し
の
認
可
の
申
請
）

（
環
境
事
業
団
法
施
行
規
則
等
の
廃
止
）
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第
九
条

機
構
は
、
機
構
法
附
則
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
石
綿
健
康
被
害

第
九
条

環
境
事
業
団
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令

救
済
基
金
の
取
崩
し
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

第
一
号
）
、
環
境
事
業
団
の
業
務
方
法
書
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
二
年
総

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

理
府
・
通
商
産
業
省
・
建
設
省
令
第
一
号
）
及
び
環
境
事
業
団
が
行
う
宅
地
造

一

取
崩
し
を
必
要
と
す
る
理
由

成
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測

二

取
崩
し
の
額

及
び
評
価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
、
環
境
の

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・

通
商
産
業
省
令
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


